
18．専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸

第 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

付 則

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

付 則

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
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１８．専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸 

概  況 

 水道事業等に関する認可、指導監督等に係る事務については、それらの規模等に応じ

て厚生労働大臣または都道府県知事が行うこととされている。 

 一方、専用水道の確認や指導監督、簡易専用水道の指導監督等の事務については、市

においては市長、町村においては都道府県知事が行うこととされている。 

 本市における平成 29 年度の専用水道・貯水槽水道・飲用井戸の状況及び専用水道の届

出・立入状況については、表 18－１、表 18－２のとおりである。 

表１８－１ 専用水道・貯水槽水道・飲用井戸の状況 

種類 設置数 

専用水道 14 

貯水槽水道 1034 

簡易専用水道 233 

小規模貯水槽水道 801 

飲用井戸 429 

表１８－２ 専用水道の届出・立入状況 

届出・立入内容 件数 

確認申請書 1 

水道技術管理者設置・変更届 1 

給水開始届 1 

記載事項変更届 1 

廃止届 1 

立入調査 14 

給水開始前現地確認 1 
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